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公益財団法人札幌市芸術文化財団 市民交流プラザ事業部 

契約職員（一般職・技能） 募集案内 

 

 

札幌市民交流プラザは、札幌の文化芸術活動の拠点として 2018年 10月にオープンした複合施設で、

国内外の優れた舞台芸術や様々な公演を鑑賞できる「札幌文化芸術劇場 hitaru（ヒタル）」や、市民の

文化芸術活動をサポートし、札幌の文化芸術を支え、育てていく「札幌文化芸術センター SCARTS（ス

カーツ）」、練習室などの各種貸室を備えています。 

このたび、公益財団法人札幌市芸術文化財団 市民交流プラザ事業部 センター事業課（SCARTS（ス

カーツ））で勤務する契約職員（一般職・技能）を下記により募集します。 

 

１ 募集職種 

契約職員（一般職・技能） 

 

２ 勤務場所 

  （雇入れ直後） 

札幌市中央区北 1 条西 1丁目 札幌市民交流プラザ２階 札幌文化芸術交流センター SCARTS 

（変更の範囲） 

財団の定める部署（財団の定める場所） 

 

３ 主な業務内容 

（雇入れ直後） 

(1) SCARTS 施設の維持管理に係る業務全般 

(2) SCARTS 貸館施設の運営・サポートなどの施設サービス業務等 

(3) 貸館に伴う利用者との連絡調整・打ち合わせ、アドバイスのほか、利用日当日における管理及

び立ち会い 

(4) 主催共催等事業開催における技術的サポート 

(5) その他、上記(1)～(4)に伴う諸作業、事務等付随業務 

（変更の範囲） 

財団の定める業務 

 

４ 勤務開始日（予定） 

令和８年３月 

※勤務開始日については、採用決定時にご相談させていただきます。 

 

５ 勤務条件 

(1) 給与 

財団の規定により、給料及び諸手当（加給金（年２回）、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当）

を支給します。 

令和７年 12月１日現在の給料は次のとおりです。 
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193,125 円（月額、地域手当 3％を含む。ただし上記諸手当を除く） 

６か月以上継続勤務した場合、勤務成績により昇給の場合あり（年１回、４月のみ）。 

(2) 勤務時間 

１日あたり 7 時間 45分（週 38時間 45 分）※休憩時間は 45 分間 

業務に応じたシフト勤務となり、午前８時 30 分から午後 10時 00分の間に、いくつかのパター

ンで勤務していただきます。 

なお、施設の開館時間は午前 9時 00分から午後 10 時 00分までです。 

(3) 休日・休暇 

・ 週休２日制（ただし、土曜日・日曜日が必ずしも休日になるとは限りません。） 

・ 国民の祝日に関する法律に規定する休日に相当する日数で別に定める日 

・ 年末年始（原則 12月 29 日から翌年の 1月 3 日までの日） 

・ 年次有給休暇は、採用年度は１日となります(３月採用の場合)。 

その他、財団の規程により、忌引休暇等があります。 

(4) 雇用契約期間 

採用日から令和８年３月３１日まで 

※試用期間：採用日から６か月間 

※勤務開始日（令和８年３月以降予定）については、採用決定時にご相談させていただきます。 

※業務の内容、勤務成績等により契約を更新する場合があります（通算契約期間 5 年間まで）。 

※初回契約は令和８年３月 31 日まで。次回は試用期間終了日まで、３回目からは年度毎の契約更 

新。 

(5) 社会保険等 

健康保険、厚生年金、雇用保険等があります。 

(6) 受動喫煙防止措置 

屋内原則禁煙 

 

６ 採用予定人数 

若干名 

 

７ 応募要件 

(1) 次の要件をすべて満たすこと。 

・学校教育法による高等学校卒業以上の学力を有する方 

・文化芸術等に関して幅広く興味を持ち、関心を持って業務に取り組める方 

・基本的なパソコン操作ができ、Word、Excel 等のマイクロソフト系ソフトの知識がある方 

・コミュニケーションスキルに優れ、協調性のある方 

・変則勤務（土日祝日のシフト勤務や定時以降の超過勤務あり）に対応可能な方 

(2) 次のような経験、または能力を有する方を特に求めます。 

・文化芸術に関する技術的な職務経験または事業等経験を有する方 

・貸館施設におけるサポートなど、施設サービス業務の経験がある方 

・舞台設備・音響・照明等のスキルや経験を有する方。美術系展示の実務経験を有するとなおよい。 

・協調性があり、チームで事業を推進するためのコミュニケーション能力を有する方 

・コンピューターを用いた表現活動またはインストール業務に従事した事がある方 
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・心身共に健康で現場作業に支障のない方 

・ある程度英語でのコミュニケーションが可能な方 

(3) 次のいずれにも該当しないこと。 

・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで

の方 

・日本の国籍を有しない方で、就業を制限されている在留資格の方 

・当財団において、契約職員として通算契約期間５年満了後、６ヶ月を経過していない方 

 

８ 応募方法 

(1) 応募書類 

以下の書類を記入・作成のうえ、ご提出ください。 

ア．履歴書（様式） 

※下記の記入上の注意事項を参照してください。 

・ 履歴書（様式）に必要事項を本人が記入し、顔写真を貼付してください。 

・ 指定の様式を使用し、Ａ３サイズまたはＡ４サイズ２枚で出力のうえご提出ください。 

・ 記載事項に不備があった場合、受付できないことがあります。 

・ 提出された履歴書は返却できませんので、あらかじめご了承ください。 

イ．志望理由及び自己 PR 

1,000 字程度で作成してください。様式は任意ですが、A4判・片面印刷でご提出ください。 

 

■履歴書記入上の注意事項 

・必ず本人が記入してください。 

・黒インクまたは黒ボールペンを用い、楷書で丁寧に記載してください。 

 （パソコンによる作成は構いませんが、氏名は自筆としてください） 

・数字は、氏名などの固有名詞を除き、算用数字で記入してください。 

・氏名、生年月日は、戸籍に記載されているとおりに正しく記入してください。 

・現住所は、マンション・アパート名も略さず記入してください。 

・現住所以外の連絡先には、会社、学校、実家など現住所以外で本人に連絡できる場所等を記入 

してください。 

・職歴欄にはこれまでの勤務先、在職期間、雇用形態、具体的な職務内容などを分かりやすく記 

 入してください（在学中や短期間のアルバイト、パートなどは含めません）。 

(2) 受付期間 

令和８年 2月 10日(火)まで（応募書類必着。締切後に到着した場合は受付できません。） 

(3) 提出先 

〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 1丁目 札幌市民交流プラザ 

センター事業課 採用担当 

※封筒裏面に差出人の郵便番号、住所、氏名を明記し、必ず郵便（レターパック可）で送付して

ください。（直接の持参は受付いたしません） 
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９ 選考の方法及び内容 

(1) 第１次試験（書類選考） 

ア．選考方法 

履歴書（様式）を提出していただき、書類選考を行います。 

イ．合否の通知 

応募者全員に対して通知いたします。合格者については、第２次試験（面接試験）の詳細と併せ

て電話にて通知いたします。不合格者については文書にて通知いたします。 

(2) 第２次試験（面接試験） 

ア．選考方法 

個別面接により、主として人物評価をします。 

イ．試験日 

第１次試験の合格者のみに別途通知いたします。 

 

10 その他 

個人情報については、財団の個人情報の保護に関する規定に基づき、採用関係以外での使用はい

たしません。 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

〒060-0001 

札幌市中央区北１条西１丁目 札幌市民交流プラザ 

公益財団法人札幌市芸術文化財団 

市民交流プラザ事業部 センター事業課 採用担当 町田、松本、右谷 

ＴＥＬ：011-271-1955 （9：00～17：00、休館日を除く） 

（担当者不在の際は改めておかけなおしください） 


